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〈平成16年度〉

食の風評被害の定量化に関する実証的調査研究

本研究は，いわゆる「風評被害」について，食

品問題を取り上げて，実証的に研究したものであ

る。

今日，BSEや鳥インフルエンザなど食品安全問

題に付随する「風評被害」が大きな社会問題になっ

ている。しかし，実際には「風評被害」とはいか

なるものであるのか，その語の含意すら明らかで

はない。

風評被害の語を含む新聞情報を検索したとこ

ろ，初出はそれほど古くはなく，1981年９月10日

の日本経済新聞の記事であった。これは北海道が，

北海道電力との泊原発の安全協定案を提示した際

に，農産物の風評被害の補償協定を盛り込んだと

いうことを報道したものである。また，裁判所が風

評被害を認めたのは，1989年の名古屋高裁判決で，

これは敦賀原発事故で魚の買い控えが起こったこ

とを認めたものであった。初出から1985年までに，

記事の総数は19件，その後１年に２件から26件程

度で推移するが，1997年に246件と急激に増える。

このきっかけは，ナホトカ号の重油流出事故であ

る。原子力発電所がある同じ福井なので，すでに

使われていた「風評被害」という用語が流用され

たのではないかと推察できる。原子力分野に限っ

た使われ方は，1990年11月３日の読売新聞「ミニ

時点」に見ることができ，そこでは次のように風

評被害を定義している。すなわち，「放射漏れな

どの事実がないにもかかわらず，原子力関連施設

の近所が汚染されているとのうわさがたち，農作

物の価格が下がるなどの被害を受けること。」。辞

書的な定義の初出は，Imidas（2001）であり，「事

実ではないのに，うわさによってそれが事実のよ

うに世間に受け取られ，被害を受けること」とさ

れている。

以上をまとめると，当初原子力分野で使われて

いた用語が，ナホトカ号事件の前後から原子力分

野の経済的影響に限らない使われ方をするように

なってきた，といえるだろう。結果として，現在

見られるように食品問題に多用されるようになっ

てきたと推察される。

しかし，風評被害といわれながら，うわさ（風

評）の存在が確認されたものは今に至るまでにな

い。たとえば，竹田他（2002）２）は，平成12年三

宅島噴火，伊豆諸島地震災害における風評被害を

検討して，うわさのもととなるとされている報道

すら，当該地域ではなされていなかったことを明

らかにしている。

そこで，本研究は，鳥インフルエンザの問題を

ケーススタディとして，風評被害の結果（売上高

の現象など）とされているものと，その風評被害

の原因との関係をアンケート調査とインタビュー

によって明らかにすることを試みた。前者は主に

風評被害を量的に把握するために行ったものであ

り，後者は，食品業者や業界団体に聞き取りを行

うことによって，質的に風評被害の実態を把握す

るために行ったものである。
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1.　鳥インフルエンザ問題の影響についての

アンケート調査

平成16年に発生した鳥インフルエンザ問題の影

響を把握するため，平成17年３月から５月にかけ

て，養鶏農家，食鳥センター，鶏肉鶏卵卸・小売

業を中心とした食品関係業界に対して（日本養鶏

協会，日本食鳥協会会員含む）に対してアンケー

ト調査を行った。2,073票を発送し，有効回答数

546票（26％）を得た。

1. 1　主要な結果

図１に示した通り，国内の鳥インフルエンザ発

生による影響について，89.9％が「影響はあった」

と回答しており，売上への影響は大きかったとい

える。

影響の内容であるが，売り上げ減と取引先との

契約変更であった。売上減の大きかった品目は，国

産鶏肉と鶏卵であった。ただし，国産ブランド鶏

肉については，国産鶏肉に比べて影響は小さかっ

たといえる。売上減の大きい業態は，鶏卵農家と

鶏肉を扱う小売店である。ただし，売り上げ減の

影響の認識は，一般の国産鶏肉に対してとブラン

ド鶏肉に対してとでは異なっていた。すなわち，

国産鶏肉においては，大手量販店やスーパーで売

り上げ減が実感されており（図２），ブランド鶏

肉では養鶏農家で売り上げ減がより強く実感され

ていた（図３）。取引先との契約変更は，業態に

より程度は異なるものの，いずれの業態でも６割

から７割が変更があったとしている（図４）。そ

の契約変更の具体的な内容であるが，図５に示す

通り，契約一部（一時）解除，発生産地との契約

解除，移動制限にともなう入出荷の遅延であった。

業態別に見ると，「契約解除」，「移動制限に伴う

入出荷の遅延」などの取引先との契約変更は，鶏

肉小売業，レストラン，学校給食，医療機関との

間で多かった。

図１　鳥インフルエンザによる影響の有無
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図２　売り上げ減少の程度（国産鶏肉）

図３　売り上げ減の程度（国産ブランド鶏肉）




